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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】 

2014年２月12日に提出いたしました当会社の第145期第３四半期（自 2013年10月１日至 2013年12月31日）の四半期報告書

の記載内容の一部に追加すべき事項がありましたので、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

第一部　企業情報

第２　事業の状況

３　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

（１）経営成績等の概要

 

３【訂正箇所】

訂正箇所は下線を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】

第２【事業の状況】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）経営成績等の概要

（訂正前）

（前略）

経営成績

（中略）

営業外費用は、日立オートモティブシステムズ㈱が、米国独占禁止法に違反したとされ、米国司法省との間で司法

取引契約を締結したことに伴い、競争法等関連費用190億円を計上したものの、持分法損益の改善等により、前第３

四半期連結累計期間に比べて73億円減少し、714億円となった。

（後略）

 

（訂正後）

（前略）

経営成績

（中略）

営業外費用は、日立オートモティブシステムズ㈱が、米国独占禁止法に違反したとされ、米国司法省との間で司法

取引契約を締結したことに伴い、競争法等関連費用190億円を計上したものの、持分法損益の改善等により、前第３

四半期連結累計期間に比べて73億円減少し、714億円となった。

これらの結果、税引前四半期純利益は、前第３四半期連結累計期間に比べて72％増加し、3,012億円となった。

EBITは、前第３四半期連結累計期間に比べて67％増加し、3,117億円となった。

法人税等は、前第３四半期連結累計期間に比べて248億円増加し、1,061億円となった。

非支配持分控除前四半期純利益は、前第３四半期連結累計期間に比べて107％増加し、1,951億円となった。

非支配持分帰属利益は、前第３四半期連結累計期間に比べて238億円増加し、678億円となった。

これらの結果、当社株主に帰属する四半期純利益は、前第３四半期連結累計期間に比べて153％増加し、1,272億円

となった。

（後略）

 

以　上
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